
臺
灣
私
設
鐵
道
用
地
地
租
免
除
規
則

こ
れ
は
「
く
ろ
が
ね
の
み
ち
」
が
臺
灣
總
督
府
報
（
官
報
）
か
ら
鉄
道
関
係

の
記
事
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。
内
容
は
記
述
そ
の
ま
ま
旧
か
な
使
い
で
転
記

し
て
い
ま
す
。
な
お
転
記
の
際
に
は
注
意
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
資
料
の
内
容

の
正
確
性
は
担
保
し
ま
せ
ん
。
内
容
に
付
い
て
の
誤
り
に
つ
い
て
お
気
づ
き
の

方
は
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
三
日

初
版

臺
灣
總
督
府
報

第
百
十
三
號

○
律

令

臺
灣
總
督
府
評
議
會
ノ
議
決
ヲ
經
タ
ル
臺
灣
私
設
鐵
道
用
地
地
租
免
除
規
則
勅

ヲ
得
テ
茲
ニ
之
ヲ
發
布
ス

明
治
三
十
年
七
月
二
日

臺
灣
總
督

男
爵
乃
木
希
典

律
令
第
七
號

鐵
道
用
地
地
租
免
除
規
則

第
一
條

旅
客
及
荷
物
運
輸
營
業
ノ
目
的
ヲ
以
テ
敷
設
ス
ル
鐵
道
用
地
ハ
其
地

租
ヲ
免
除
ス
ル

第
二
條

左
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
鐵
道
用
地
ト
ス

第
一

線
路
ニ
當
ル
敷
地
但
其
幅
員
ハ
築
堤
切
取
架
橋
等
工
事
ノ
必
要
ニ
應

シ
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二

停
車
塲
及
之
ニ
附
屬
ス
ル
車
庫
貨
物
庫
等
ノ
建
築
用
ニ
供
ス
ル
土
地

第
三

前
項
ノ
構
内
ニ
常
住
ヲ
要
ス
ル
驛
長
車
長
及
機
關
方
等
ノ
家
宅
番
人

小
屋
等
ノ
建
築
用
ニ
供
ス
ル
土
地

第
四

鐵
道
布
設
又
ハ
運
輸
ニ
要
ス
ル
車
輛
器
具
ヲ
製
作
修
繕
ス
ル
機
械
場

及
同
上
ノ
資
材
器
具
ヲ
貯
藏
ス
ル
倉
庫
ノ
建
築
用
ニ
供
ス
ル
線
路
ニ

沿
ヒ
タ
ル
土
地


